
特別養護老人ホーム寿山荘那須
入居料金表　　（1ヵ月あたり）

介護費
看護体制

加算（Ⅰ）
看護体制

加算（Ⅱ）

  褥瘡
マネジメント
加算（Ⅱ）

夜勤職員
配置加算
（Ⅱ）

サービス提供
体制強化加算

（Ⅰ）

栄養
マネジメント

強化加算

介護職員等
ベースアッ
プ等支援加

算

介護職員
処遇改善

加算
（Ⅰ）

介護職員
等特定処
遇　改善

加算
（Ⅰ）

居住費 食費 自己負担合計

要介護１ 19,560円 351円 1,821円 592円 137,087円

要介護２ 21,600円 384円 1,991円 648円 139,386円

要介護３ 23,790円 419円 2,172円 707円 141,851円

要介護４ 25,860円 452円 2,344円 763円 144,182円

要介護５ 27,870円 484円 2,511円 817円 146,445円

　行うことでその後の褥瘡の発生状況に応じて加算（Ⅱ）の13単位か加算（Ⅰ）の3単位のどちらかが算定されます。表は最大の13

〇その他の加算や実費のサービス

60,180円 52,200円

令和5年6月改正料金

810円 660円180円 13円 330円390円

※減額申請について

※一定以上の所得のある方については、サービス利用時の負担割合が2割または3割になります。

※上記料金の他に、医療費・薬剤一部負担金の料金が必要となります。

 ・褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）3単位/月　（褥瘡ケア計画書を作成し、それに従って管理記録を残すことや定期的な計画の見直しを

ご本人の合計所得額と課税年金所得合計により「居住費」「食費」が減額される

可能性があります。保険者（各市町村）に減額申請のお手続きをお願いいたします。

〇加算利用料

　（※看護師の配置状況により看護体制加算が算定されない月があります。）

 ・初期加算（入所日、または長期入院からの退院日から30日まで）30単位/  日　・外泊時費用加算　246単位/日

 ・療養食加算（療養食を提供する場合）6単位/1食につき　　　　　　　　　　　・科学的介護推進体制加算（Ⅱ）50単位/月　　　

　・理髪サービス　1回あたり　　実費　　　・被写物の交付　　1枚につき　10円　　　・金銭管理費　　1日あたり　　50円

　・買物代行　　　  1回あたり　　50円（2,000円を超えた場合は50円増です）

〇その他の加算

　単位を算定した料金となっています。）

・看護体制加算（Ⅰ）（Ⅱ）施設の入居定員や看護職員の配置状況によって算定される加算で同時算定が可能となっています。

ご不明な点などございましたら、 
お気軽にお問い合わせください。 
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